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１．令和８年度の変更点・注意点のおしらせ
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③記録票が一部新しくなります。
①の運用変更に伴い、以下のとおり記録票を一部変更しています。
★肺がん・・・喀痰検査欄を削除
★乳がん・・・二次読影日付欄、医師名記入欄を削除、読影会用複写

を追加（マンモグラフィ単独、視触診併用とも同様）
旧記録票についても、上記箇所を未記入としていただき、引き続き
ご利用いただけます。記録票の在庫が大量にある場合は、取りに
うかがいますのでご連絡ください。

②委託料に変更があります。
喀痰検査を廃止するため、一部委託料に変更があります。
その他の検診は変更ありません。
詳しくはP.３をご覧ください。

⑥精密検査追跡調査票に、一次検診受診日を印字します。精密検査受診日
が一次検診受診日以降になることを確認してください。
精密検査を実施している場合には、実施医療機関、検査方法、受診日、
結果をすべて記載していただきますようお願いいたします。

④令和５年度よりチェックリストの提出をお願いしています。
同封の返信用封筒で返送していただくか、または令和８年度がん検診の
初回請求と合わせて返送していただきますようにお願いします。
7月末までに提出してください。

⑤令和６年度のプロセス指標をお配りします。精度管理に努めていただき
ますようお願いいたします。

①がん検診の内容に変更があります。
★胃がん・・・問診事項に妊娠の可能性の有無が追加されました。
※胃がんは記録票に問診事項の記載はありません。
それぞれの医療機関にてご対応をお願いいたします。

★肺がん・・・喀痰細胞診の実施が廃止されました。
問診事項に喀痰の有無が追加されました。

※喀痰の有無については記録票に記載欄はありません。
それぞれの医療機関にてご対応をお願いいたします。

★乳がん・・・二次読影を全て茅ヶ崎医師会の読影会にて実施します。
一次読影機関は二次読影欄の記入をしないようにして
ください。
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部位 検診内容 負担無委託料 負担有委託料 受診料 対象年齢

胃

X線撮影（バリウム） 18,766円 15,666円 3,100円 ４０歳以上

内視鏡検査 18,073円 14,073円 4,000円 ５０歳以上で偶数歳

肺 X線

単独※ 7,458円 6,458円 1,000円

４０歳以上

同時※ 2,860円 2,160円 700円

大腸
便潜血
検査
(２日分)

単独※ 6,336円 5,336円 1,000円

４０歳以上

同時※ 1,738円 1,138円 600円

乳

マンモ
グラフィ
２方向

マンモのみ 9,801円 8,301円 1,500円

４０歳以上５０歳
未満で偶数歳マンモ＋視触診 11,330円 8,330円 3,000円

別機関視触診分 5,148円 3,648円 1,500円

別機関マンモ分 8,932円 7,432円 1,500円

マンモ
グラフィ
１方向

マンモのみ 8,800円 7,300円 1,500円

５０歳以上で偶数歳

マンモ＋視触診 10,330円 7,330円 3,000円

別機関視触診分 5,148円 3,648円 1,500円

別機関マンモ分 7,932円 6,432円 1,500円

子宮

頸部
コルポ無し 9,284円 7,784円

1,500円
２０歳以上で偶数歳

※体部は条件を満たして
いない場合受診不可
Ｐ．33～

コルポ有り 10,978円 9,478円

頸部+

体部

コルポ無し 16,434円 12,934円
3,500円

コルポ有り 18,128円 14,628円

再検査 440円 0円

２-1 対象者・検診内容・委託料・受診料

※委託料に精検対象者指導料が追加されます。詳しくはP４参照
※単独・同時の定義について詳しくはP５参照
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２-2 精検対象者指導料について

がん精密検査対象者の一次検診結果
精検対象
者指導料
単 価

胃
「がんを疑う所見あり」

※請求額：バリウム／内視鏡検査を別々に請求
1,100円

大腸

・「+」がある者
・問診により精密検査対象者と判定された者

※請求額：単独と同時分の合算で請求

550円

肺
X線：A，Ｅ１,Ｅ２

※請求額：単独と同時分の合算で請求
1,100円

乳

・マンモグラフィ：C3以上
・視触診+マンモグラフィの総合判定で要精密検査と
判定された者

※請求額：マンモ単独と視触診+マンモの合算×単価

※別医療機関の場合は視触診実施機関が請求

1,100円

子宮 頸部：NILM以外 体部：疑陽性、陽性の者
1,100円

精検対象者指導料とは、検診結果が精検対象者の者に対し、結果に対する丁寧
な説明、精密検査の受診勧奨等の指導を行うために加算されるものです。
下記に該当する精検対象者数に単価を乗じて請求してください。



●大腸がん検診の場合

同時：茅ヶ崎市が実施する特定健康診査、健康診査、他のがん検診と同
時に予約または受診した場合

単独：大腸がん検診のみの受診の場合

●肺がん検診の場合

同時：茅ヶ崎市が実施する特定健康診査、健康診査、大腸がん以外のがん
検診と同時に予約または受診した場合

単独：肺がん検診のみ、または大腸がん検診と肺がん検診のみの受診
の場合

肺がん・大腸がんの同時・単独につきましては、下記の定義に基づき、事務
処理をしていただきますようお願いします。

２-3 同時・単独の受診の定義について
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同時受診健診項目 肺がん検診費用 大腸がん検診費用

特定健診、胃がん、乳が
ん、子宮頸がん検診

７００円 ６００円

肺がん検診 / ６００円

大腸がん検診 １０００円 /

同時受診無し １０００円 １０００円

市実施以外の検診 １０００円 １０００円

【受診者負担金額早見表】

※肺と大腸を同時に受診した場合は、肺は単独、大腸は同時の費用となります。
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① 一年の流れ（予定）

がん検診実施期間
健診実施期間について 前年度の精検結果依頼 記録票

４月

５月
下旬：受診券送付・・・・注１

６月

特定健診実施期間
下旬：受診券送付・・・・注１

前年度の精検結果表依頼

７月

８月

９月

健康診査実施期間
１０月

記録票増減要望
募集

１１月 前年度の精検結果表提出〆

１２月

１月

２月 特定健診受診期間（救済措置期間 ） ※予定

３月 ３月は実施なし 下旬：配送

種 類 発送時期（予定）

４０～７５歳男女（後期高齢者医療保険加入者を除く）
２０～３０歳代偶数歳女性（子宮頸がんのみ）

５月下旬

後期高齢者医療保険加入の男女、４０歳以上生活保護受給者 ８月下旬

注１ 受診券シールの一斉送付時期（予定） ※基準年齢は翌年３月３１日現在

②．対象者について

○ 対象者：検診受診時点に茅ヶ崎市に住民登録のある市民
（年度末年齢により受診できる検診が異なる）

※受診券記載情報は発送される約１か月前のデータで作成しております。
受診券作成後に市外へ転出している場合は検診対象外となります。

× 検診対象外の者（例）
①年度中に、すでに集団がん検診で同じ部位の検査を終えている者
②検診受診時に転出届等の提出により住民登録を消除した者
③受診資格がないが、前年度の受診券で受診した者

→対象外と判明した場合、受診者には各医療機関の定める金額を全額実費でお支払いいた
だくようになり、委託料の支払いは原則できません。

３．がん施設検診の概要について
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③ 受診券シール
検診ごとにバーコードのついたシールが印字されているので、「市提出用」記録票に貼って
ご提出ください。

【見本】費用負担あり及び費用免除者の受診券シール

・費用負担あり ・費用免除者※

令和５年２月末まで有効

令和４

茅ヶ崎 花子
昭和○○年○月○日 65歳

整理番号1234567890

バーコード

単独 1,000円
同時 600円

大腸がん 受診券シール

令和５年２月末まで有効

令和４

茅ヶ崎 花子
昭和○○年○月○日 65歳

整理番号1234567890

バーコード

大腸がん 受診券シール

非課税
０円

※費用免除者…後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、
市民税非課税世帯の方

市民税非課税世帯の方は、事前に健康増進課へ費用免除用受
診券発行の申し出が必要です。

「後期 ０円」
「生保 ０円」
「非課税 ０円」
「内視鏡対象外」
の記載があります

④ 記録票について

（１）翌年度用記録票を、３月末配送する予定です。
（２）翌年度用記録票の配送数等の希望がある場合は、１２月末までにご連絡く

ださい。また、１２月頃に在庫数の確認連絡をさせていただく場合もござい
ますので、その際はお手数ですがご協力をお願いいたします。

（３）肺がん、乳がんについて、記録票の変更があります。（P2-③参照）
3月に送付する記録票を優先的にご使用ください。なお、新記録票の在庫は
少ないため、前年度の記録票が余っている場合は、記載不要箇所を未記入
としていただくことで引き続きご使用いただけますので、廃棄しないよう
お願いいたします。また、記録票が不足した場合は健康増進課健康づくり
担当までご連絡ください。
申し訳ありませんが、予算の関係上３冊以上は発送できません。３冊以上
となる場合はお手数ですが取りにお越しいただくようお願いいたします。

⑤ 検診について

マニュアルに基づいた検診を行ってください。マニュアルに記載されていな

い検査については委託料をお支払いできません。マニュアルの内容を再度ご確
認ください。
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⑥．受診～精密検査結果調査までの流れと注意点

確認する事 注意点・変更点

受診資格確認
※

（１）受診券を確認
前年度の受診券は使用できません。年度の確認をお願いし
ます。夫婦の受診券の貼り間違いもご注意ください。

（２）市内に住民登録
を有することを
証する書類

→転出予定がある方には
「転出日は本日でないです
ね？」と確認してください。
転出日当日は受診できません。

検診受診 マニュアルの内容

R7年度12月に国のがん検
診指針に変更がありました
ので、内容を盛り込んだマ
ニュアルに変更しておりま
す。内容を改めてご確認く
ださい。

結果説明

（１）結果説明

検診の結果については、遅滞なく受診者に対面で説明する
とともに、必要な指導を行ってください。精密検査が必要
な方へは早急に検査結果を説明し、精密検査を実施できる
医療機関へ紹介するなど、早期受診を促すようにお願いい
たします。

（２）精密検査

精密検査を必要とする人には、貴院で精密検査をするか、
または「診療情報提供書」により他の医療機関を紹介して
ください。なお、精密検査にかかる費用は受診者の自己負
担（医療保険扱い）となります。翌年の春に「精検追跡調
査票」にて照会させていただきます。
詳しくはＰ．１７～参照

委託料請求
提出期限：
検診実施月の翌月最終
開庁日（平日）

委託料請求事務について 詳しくはＰ．９～参照

精密検査
結果報告

精検者の精密追跡調査
を６月頃に実施してい
ます。

○茅ヶ崎市・寒川町の医療機関は茅ヶ崎医師会経由で「精
検追跡調査票」を送付します。
○藤沢市の医療機関は郵送にて「精検追跡調査票」を送付
します。

対象者は茅ヶ崎市に住
民登録のある市民です。
受診券発送の１か月前
のデータで受診券を作
成しているため最新で
ない場合があります。

※・受診券を忘れて受診に来院した場合
→受診前に健康増進課まで電話にて整理番号の問合せ連絡を
お願いします。その際に「氏名、生年月日、住所、受診項目」
をお伝え下さい。確認後、市から整理番号と受診券種別を
お伝えしますので、両方ともご記入をお願いします。

・受診券情報が変更になっている場合
→姓が変更、市内の中で住所が変更となった場合はそのまま
使用できます。

受診者がオプションで検査を
受ける場合は、必ず料金の説
明を丁寧にしてください。料
金が発生した等の苦情が多く
寄せられております。

お願い

※同時受診で予約をした場
合に、受診日が異なるとき
はご注意ください。



４．請求方法と支払期間について
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委託料の請求
（１）提出書類

以下の①～③をセットにして、検診実施月の翌月最終開庁日（平日）までにご提出
ください。特に年度末の提出忘れにご注意ください。年度が変わりますとお支払いできな
い場合があります。

① 記録票（茅ヶ崎市控）受診券シールが貼付されているか確認してください。

② 請求明細書 毎月コピーしてご使用ください。

③ 請求書 振込口座情報等を記載しております。毎月コピーしてご使用ください。

※請求明細書と請求書は必ず当該年度のものをご利用ください。
※変更がある場合はＰ.４０を参考にお手続きをお願いいたします。

（２）口座振込
請求書等提出月の翌月末までに口座振込となります。
※振込依頼人名は、基本的に「茅ヶ崎市健診1」で振込されます。

（３）請求書作成の注意点

■請求書の押印が不要となりました。
→押印の代わりに、「発行責任者」及び「電話連絡先」の記載が追加となります。

■取り消し線、修正液、修正テープ等使用、重ね書きした修正はできません。また、消え
るボールペンも使用できませんので作り直しをお願いいたします。

■振込口座情報が変更になった場合（或いは変更予定）
→がん検診は月末払いの為、振込口座の変更は支払月の５日頃までに行う必要がありま
す。届出されている口座情報と異なると振込できません。他の医療機関への振込にも
影響を及ぼすことがありますので、必ず健康増進課までお早めにご連絡ください。

事業担当者名 事 業 名 振込依頼人名 振込依頼人名（カナ） 振込予定日

健康づくり
担当

がん施設検診
茅ヶ崎市健診１ チガサキシケンシン１

翌月末
茅ヶ崎市健康増進課 チガサキシケンコウゾウシンカ



５．明細書・請求書記入方法

（１） 胃・肺・大腸がん 明細書 ※乳がん・子宮頸がん検診も要領は同じです。

①
②

⑤④

①検診実施月

②検診実施医療
機関

③請求書に関し
ての担当者名

⑤単価×件数の
金額を記入

④提出する記録
票を種別や項目
及び負担金有無
順に分類し、各
件数を記入

請求漏れ等があり、
実施月が数か月ま
たがる場合は「○
～○月分」と記載
し、件数・金額を
合算してください。

⑥

⑥精検対象者指
導料（精検対象
者人数及び精検
対象者人数×単
価）を記入

10

⑥

⑥

③
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（２）子宮頸がん 検体不適正検査料がある明細書記入方法

●検体不適正再検査料とは：
採取した検体に問題があり検査結果がでない場合、もう一度検査を行い、結果が出た時
に請求できる委託料。

→検体不適正となった場合は、再検査をし、検診結果を判定して頂かないとお支払いで
きません。記録票の書き方はＰ．３７～をご覧ください。



（３）乳がん明細書 別医療機関実施分の支払い時期について

●マンモグラフィ・視触診 別医療機関実施の請求について

・視触診を実施した医療機関と、マンモグラフィ実施医療機関の両者からの請求が揃わ
ないとお支払いできません。

・精検対象者指導料は、視触診実施医療機関にのみ計上できます。

12

マンモグラフィ実施
のペア医療機関をご
記入ください

４０代：２方向

５０代以上：１方向



（４）請求書記入方法 （例:胃・肺・大腸がん）

※乳がん・子宮がん検診も要領は同じです。

①

④

③
②

①医療機関情報

変更がある場合は
ご連絡ください。

②検診実施月

複数の月がまたぐ場
合は、明細書同様
「○～○」月分とま
とめてください。

修正テープ等を使用している場合は再提
出となります。絶対に使用しないでくだ
さい！

④請求内容

明細書の内容と同じ
値を記入してくださ
い。

⑤

③請求金額
修正不可です！
間違えた場合は再度
書き直して下さい。
頭に￥マークを記入
してください。

⑥口座情報

原則、医療機関名義
または代表者名義の
口座となります。
変更がある場合は
Ｐ．４０をご覧下さ
い。

⑥

⑤発行責任者及
び電話連絡先
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胃がん検診について

１．Ｒ８年度注意点について

２．記録票の記入・請求までの流れ

３．精検結果表記入の仕方について
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１．Ｒ８年度の胃がん検診注意点について

15

指針にて、問診事項に『妊娠の可能性の有無』が追加されました。
胃がんは記録票に問診事項の記載はありませんので、
それぞれの医療機関にてご対応をお願いいたします。

①内視鏡対象者は、「５０歳以上偶数歳の者」です。
内視鏡を受診の際は年齢のご確認をお願いいたします。

②高齢者からのお問い合わせの中で、検診を受診した際支払が発生したとの
問い合わせが多いです。ピロリ菌等の検査をオプションで受けられる方な
どに対して、料金等の説明を丁寧にお願いします。

（1）変更点について

（２）注意点について



２．記録票記入・請求までの流れ

① ②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑨

↑
バリウム検査
結果記入

⑬

⑫

↑
内視鏡検査
結果記入

⑪ ⑪

①検診項目に○

②受診券に記載され
ている負担金区分に○

③受診券シール添付

④実施医療機関名記入

⑤受診日記入

⑥受診券シールがない場合は、
健康増進課へ問い合わせ、記
入

⑦氏名～電話番号記入

⑧内視鏡検査受診の場合記入

⑨検診結果記入※

⑩生検を行った場合☑

⑪読影会に提出し読影結果を
記入※

⑫読影印を押印

→受診者へ結果説明を行う

⑬「茅ヶ崎市提出用」を請求
書等と共に提出する

※「所見なし」の場合は、診
断名を記入しないでください。

16



３精検結果表記入の仕方について

●バリウム検査（Ｘ線）・内視鏡検査 精検結果表

※照会対象は「がんを疑う所見あり」です。

②① ④ ⑥⑤ ⑦③ ⑩⑧ ⑨ ⑪ ⑫

①「整理番号」「氏名」「生年月日」は印字しております。氏名下に一次受診日を印字。

②「精検実施医療機関」 当院（一次検診実施医療機関）での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法が内視鏡の場合は「内視鏡」に○その他の場合は
「( )」に具体的な検査方法を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入。（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「胃がん(転移性含まず)」
精検結果が胃がんであった場合、及び転移性かどうかの診断が確定していない場合は○。
他臓器から胃へ転移している場合は該当しない。

⑦「胃がんのうち早期がん」
⑥のうち早期がん（がんの浸潤が粘膜内か粘膜下層に留まるもの。リンパ節転移の有無は
問わない）であった場合は○。

⑧「早期がんのうち粘膜内がん」
⑦のうち粘膜内がん（がんの浸潤が粘膜内に留まるもの）であった場合は○。

⑨「胃がんの疑いのある者又は未確定」
精検結果が、「胃がんの疑いのある者」または精検が継続中で「結果が確定」していない
場合は○。

⑩「胃がん以外の疾患（転移性胃がん含む）」
精検結果が胃がん以外の疾患であった者、及び転移性の胃がん（他臓器から胃への転移の
悪性腫瘍）の場合は○。

⑪「未受診」精検を受診していないことが判明している場合、精検として不適切な検査（ペ
プシのゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ検査等）のみが行われた場合は○。

⑫「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合に○。

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願いします。
精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

一次〇年〇月〇日受診
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肺がん検診について

１．Ｒ８年度変更点および注意点について

２．記録票の記入・請求までの流れ

３．精検結果表記入の仕方について
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１．Ｒ８年度の肺がん変更点および注意点について

19

（1）変更点について

➀喀痰細胞診廃止
R7年12月24日に厚生労働省において「がん予防重点健康教育及

びがん検診実施のための指針」が以下のとおり改正されました。

 肺がん検診の項目から喀痰細胞診が削除されました。
これを踏まえ、令和８年度がん施設検診事業より喀痰細胞診を廃

止することといたしました。

 問診に、喀痰の有無が追加されました。
記録票には喀痰の有無の欄がございませんので、各医療機関にて

ご対応をお願いいたします。

②記録票が一部変更となります。
新記録票は喀痰細胞診検査の欄を削除しておりますので、基本的

には３月に送付する記録票をご利用ください。
ただし、新記録票の在庫が不足し旧記録票を使用する場合は、喀

痰細胞診検査の欄は使用しないでください。

③明細書、請求書が一部変更となります。
明細書及び請求書につきましては、喀痰細胞診検査の欄を削除し

ておりますのでご注意ください。



（２）判定区分詳細について
出典：「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺がん検診委員会編）の「肺癌検診における胸部Ｘ

線検査の判定基準と指導区分」

胸部Ｘ線検査

20



２．記録票記入・請求までの流れ

①検診項目及び単独・同
時項目※に○

②受診券に記載され
ている負担金区分に○

③受診券シール添付

④実施医療機関名記入

⑤受診日記入

⑥受診券シールがない場
合は、健康増進課へ整理
番号を問い合わせ記入

⑦電話番号、氏名～年齢
記入

⑧喫煙者の場合は喫煙指
数を記入

⑨該当するＸ線判定に○

⑩読影会に提出し読影結
果を記入

⑪読影印を押印

→受診者へ結果説明を行う

⑫「茅ヶ崎市提出用」を
請求書等と共に提出する

※旧記録票の場合、喀痰
細胞診検査の欄は使用し
ないでください。

①③
②

⑤
⑥

④

⑦

⑧

⑩

⑫

21

※単独：肺がんまたは肺・大腸がんのみ受診場合
同時：市の健（検）診（大腸がん以外のがん検診含

む）と同時予約または受診の場合

⑨

⑪



３．精検結果表記入の仕方について

（１）胸部Ｘ線 精検結果表 ※照会対象は検査結果が「Ｅ１」「Ｅ２」「Ａ」です。

②① ④ ⑥⑤ ⑦③ ⑩⑧ ⑨ ⑪

①「整理番号」「氏名」「生年月日」「総合判定」は印字しております。氏名下に一次受診日
を印字。

②「精検実施医療機関」 当院（一次検診実施医療機関）での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法に○。その他の場合は「( )」に具体的な検査方法
を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「肺がん(転移性含まず)」
精検結果が肺がんであった場合、及び転移性かどうかの診断が確定していない場合は○。
他臓器から肺へ転移している場合は該当しない。

⑦「肺がんのうち臨床病期０～Ⅰ期」
⑥のうち臨床病期０期（上皮内がん）又はⅠ期（がんが原発巣に留まり、リンパ節や多臓
器への転移を認めないもの）

⑧「肺がんの疑いのある者又は未確定」
精検結果が「肺がんの疑いのある」場合、精検が継続中で「結果が確定」していない場合、
組織診にて異常を認めないが細胞診にて異常が検出された場合は○。

⑨「肺がん以外の疾患（転移性肺がん含む）」
精検結果が肺がん以外の疾患であった場合、及び転移性の肺がん（他臓器から肺への転移の
悪性腫瘍）、咽頭がんなどの頭頸部がん、悪性胸膜中皮腫、悪性縦隔腫瘍の場合は○。

⑩「未受診」精検を受診していないことが判明している場合、精検として不適切な検査（喀
痰細胞診において要精密検査者とされた者に対する喀痰細胞診の再検のみ）が行われた場
合は○。

⑪「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合は○。

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願い
します。精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

一次〇年〇月〇日受診
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（２）喀痰細胞診 精検結果表 ※照会対象は検査結果が「Ｄ」「Ｅ」です。

②① ④ ⑥⑤ ⑦③ ⑩⑧ ⑨ ⑪

①「整理番号」「氏名」「生年月日」「総合判定」は印字しております。氏名下に一次受診日
を印字。

②「精検実施医療機関」 当院での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法に○。その他の場合は「( )」に具体的な検査方法
を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「肺がん(転移性含まず)」
精検結果が肺がんであった場合、及び転移性かどうかの診断が確定していない場合は○。
他臓器から肺へ転移している場合は該当しない。

⑦「肺がんのうち喀痰細胞診のみで発見された者」
⑥のうち胸部Ｘ線検査が陰性かつ喀痰細胞診が陽性で、精密検査により肺がんが発見され
た場合は○。

⑧「肺がんのうち臨床病期０～Ⅰ期」
⑥のうち臨床病期０期（上皮内がん）又はⅠ期（がんが原発巣に留まり、リンパ節や多臓
器への転移を認めないもの）

⑨「肺がんの疑いのある者又は未確定」
精検結果が「肺がんの疑いのある」場合、精検が継続中で「結果が確定」していない場合、
組織診にて異常を認めないが細胞診にて異常が検出された場合は○。

⑩「肺がん以外の疾患（転移性肺がん含む）」
精検結果が肺がん以外の疾患であった場合、及び転移性の肺がん（他臓器から肺への転移の
悪性腫瘍）、咽頭がんなどの頭頸部がん、悪性胸膜中皮腫、悪性縦隔腫瘍の場合は○。

⑪「未受診」精検を受診していないことが判明している場合、精検として不適切な検査（喀痰
細胞診の再検のみ）が行われた場合は○。

⑫「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合は○。

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願い
します。精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

⑫
一次〇年〇月〇日受診
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大腸がん検診について

１．Ｒ８年度変更点および注意点について

２．記録票の記入・請求までの流れ

３．精検結果表記入の仕方について
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１．Ｒ８年度の大腸がん変更点および注意点について

25

変更点および注意事項はありません



２．記録票記入・請求までの流れ

①検診項目及び単独・同
時項目※に○

②受診券に記載され
ている負担金区分に○

③受診券シール添付

④実施医療機関名記入

⑤受診日記入

⑥受診券シールがない場
合は、健康増進課へ問い
合わせ記入

⑦電話番号、氏名～年齢
記入

⑧原則２回分の検査結果
を記入

・不良の場合は「不良」
に○

・一回分のみの提出の場
合は、「第二日分」に
斜線を引き、一回分で
判定してください。

⑨「総合判定」に○

→受診者へ結果説明を行う

⑩「茅ヶ崎市提出用」を
請求書等と共に提出する

①

②
③

④
⑤

⑥ ⑦

⑧

⑩

※単独：大腸がんのみ受診の場合
同時：市の健（検）診（他のがん検診含

む）と同時予約または受診の場合

⑨

・１回分の検査の場合でも、判定が「－」「＋」の場合は、必ず
「精検不要」または「要精密検査」のどちらかを選択してください。

・判定不能は「－」「＋」の判定がつかなかった場合のみ使用して
ください。
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３．精検結果表記入の仕方について

●大腸がん 精検結果表 ※照会対象は「＋」判定があり、備考欄未記入の者です。

①「整理番号」「氏名」「生年月日」は印字しております。氏名下に一次受診日を印字。

②「精検実施医療機関」 当院（一次検診実施医療機関）での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法に○。その他の場合は「( )」に具体的な検査方法
を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「大腸がん(転移性含まず)」
精検結果が大腸がんであった場合、及び転移性かどうかの診断が確定していない場合は○。
他臓器から大腸へ転移している場合は該当しない。

⑦「大腸がんのうち早期がん」
⑥のうち早期がん（がんの浸潤が粘膜内か粘膜下層に留まるもの。リンパ節転移の有無は問わない）
であった場合は○。

⑧「早期がんのうち粘膜内がん」
⑦のうち粘膜内がん（がんの浸潤が粘膜内に留まるもの）であった場合は○。

⑨「大腸がんの疑いのある者又は未確定」
精検結果が、「胃がんの疑いのある者」または精検が継続中で「結果が確定」していない場合は○。

⑩「腺腫のあった者」
精検結果が腺腫（ポリープ）であった場合、および大腸がん以外のポリープがあった場合は（腺腫以外
も含む）○。

⑪「直径１０mm以上の腺腫」
⑩のうち、最大の腺腫の大きさが直径１０mm以上であった場合○。

⑫「直径１０mm未満の腺腫」
⑩のうち、最大の腺腫の大きさが直径１０mm未満であった場合○。

⑬「大腸がん及び線種以外の疾患であった者（転移性の大腸がん含む）」
精検結果が大腸がん及び腺腫以外の疾患であった場合、カルチノイド、転移性の大腸がん（他臓器から
大腸への転移の悪性腫瘍）、ＩＢＤ（潰瘍性大腸炎、クローン病）、憩室等の場合は○。

⑭「未受診」精検を受診していないことが判明している場合、精検として不適切な検査（便潜血検査の再
検）が行われた場合は○。

⑮「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合は○。

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願いします。
精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭⑬ ⑮
一次〇年〇月〇日受診
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乳がん検診について

１．Ｒ８年度変更点および注意点について

２．マンモグラフィ判定区分

３．記録票の記入・請求までの流れ

４．精検結果表記入の仕方について
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１．Ｒ８年度乳がん変更点および注意点について

（1）変更点について

29

①別医療機関で検診を行う場合は、視触診実施機関がマンモグラフィ実
施機関への予約を行ってください。また、マンモグラフィが実施期間
内に終えられる日程で予約をお願いします。

②別医療機関での精検対象者指導料は、視触診実施医療機関のみ計上で
きます。

(2) 注意事項について

①二次読影を茅ヶ崎医師会の読影会で一律に実施します。

これまで各医療機関で実施していたマンモグラフィの二次読
影について、R8年度より茅ヶ崎医師会の読影会で実施します。
一次検診医療機関では、二次読影の実施は不要です。

②記録票が一部変更となります。

新記録票は、以下のとおり一部変更しています。

・二次読影日付欄、医師名記載欄を削除（空欄）
…医師会読影会時に、読影済印を押印します。

・読影会提出用の複写を最終ページに1枚追加

複写が追加されていますので、基本的には新記録票をご利用
ください。ただし、新記録票の在庫が少ないため、不足した
場合は、旧記録票を以下の運用にてご利用ください。
・二次読影日付欄、医師名記載欄を使用しない
・読影会控えを読影会時にコピーにて取得



２ マンモグラフィ判定区分 出典：マンモグラフィによる乳がん検診の手引き

精度管理マニュアル

30

マンモグラフィ検査に係る留意点や各種詳細は、日本乳がん検診
精度管理中央機構が推奨するマニュアル等を参考としてください。



①視触診 同一又は別医療機
関の該当する方に○

②受診券に記載されている負
担金区分に○

③受診券シール添付

④別機関実施の場合のみ、視
触診実施医療機関名を記入

⑤受診日を記入

⑥受診券シールがない場合は、
健康増進課へ問い合わせ記入

⑦氏名～電話番号を記入

⑧視触診 判定医師名を記入

⑨視触診判定を記入

⑩マンモグラフィ実施医療機
関を記入

⑪一次読影日を記入

⑫一次読影を行った医師名を
記入

⑬一次読影時のカテゴリー判
定を左右判定する

⑭読影会に提出する

～以下医師会読影会対応～

⑮二次読影時のカテゴリー判
定を左右判定する

⑯「一次・二次読影総合判
定」に総合結果を記入

⑰空白に読影済印を押印

⑱視触診及びマンモグラ
フィの「総合判定結果」
を視触診診察医師が判定
する

→視触診を診察した医師
が受診者へ結果説明を行
う

「茅ヶ崎市提出用」を請
求書等と共に提出する

マンモグラフィ単独
の場合は

②③⑤⑩～⑰の手順
で行ってください。

（例）視触診＋マンモグラフィ

３．記録票記入・請求までの流れ （例 視触診＋マンモグラフィ）
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①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ ⑫

⑬

⑮

⑯
⑱

⑰



４．精検結果表記入の仕方について

●乳がん 精検結果表
※照会対象はカテゴリー判定「３～５」及び「Ｎ－１」「Ｎ－２（視触診検査により精検不要
と判定された者を除く）」。また、国の指針には該当しないが、総合判定で「要精密検査」と
なった者も含めます。

・視触診＋マンモグラフィ検診で「要精密検査」判定→視触診実施医療機関へ精密検査結果照会
・マンモグラフィ単独検診で「要精密検査」判定→マンモグラフィ受診医療機関へ精密検査結果照会

①「整理番号」「氏名」「生年月日」は印字しております。氏名下に一次受診日を印字。

②「精検実施医療機関」 当院（一次検診実施医療機関）での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法に○。その他の場合は「( )」に具体的な検査方法を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「乳がん(転移性含まず)」
精検結果が乳がんであった場合、及び転移性かどうかの診断が確定していない場合は○。
他臓器から乳へ転移している場合は該当しない。

⑦「乳がんのうち早期がん」
⑥のうち腫瘤の大きさが視触上２ｃｍ以下で、転移を思わせるリンパ節を触れず、遠隔転移を認めない
もの、また非浸潤がんであった場合は○。

⑧「早期がんのうち非浸潤がん」
⑦のうち、がんが発生した乳管の中に留まるものであった場合は○。

⑨「乳がんの疑いのある者又は未確定」
精検結果が、「乳がんの疑いのある者」または精検が継続中で「結果が確定」していない場合は○。

⑩「乳がん以外の疾患であった者（転移性の乳がん含む）」
精検結果が乳がん以外の疾患であった場合、および転移性の乳がん（他臓器から乳への転移の悪性腫
瘍）の場合は○。

⑪「未受診」精検を受診していないことが判明している場合は○。

⑫「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合は○。

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願いします。
精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫① ②
一次〇年〇月〇日受診
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子宮頸がん検診について

１．Ｒ８年度変更点および注意点について

２．判定区分について

３．記録票の記入・請求までの流れ

４．精検結果表記入の仕方について
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１．Ｒ８年度子宮頸がん検診変更点および注意点について

変更点はありません

①体部細胞診は、問診の結果により仕様書の内容に合致している人以外は市の検診として
は実施できません。

仕様書内容抜粋

国の指針に基づき、不正出血等の有症状がある方は、検診ではなく保険診療で
の受診をお願いいたします。また、体部細胞診検査を実施する際は、必ず問診
票に実施理由を記載してください。

②体部のみの検査はできません。

34

（２）注意事項について

③頸部細胞診検査において「検体不適正再検査料」が発生した場合について

頸部細胞がうまく採取できなかった等で、検体不適正が発生した場合は、再度再検査を
お願いいたします。再検査受診により判定が出ましたら、通常の請求に「検体不適正再検
査料」を追加して請求してください。原則、検体不適正検査料のみのお支払いはできませ
んので、再検査を必ず実施していただきますようお願いいたします。
（体部細胞診は対象外です。） 請求方法はＰ．１１をご参照ください。

④市提出用が４枚目にあるため、印字が見えないことがあります。
はっきりと見える記録票のご提出をお願いいたします。

（1）変更点について
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２ 判定区分について

（１）頸部ベセスダシステム分類区分について

（２）体部細胞診判定について

精検不要：陰性、その他

要精検：陽性、疑陽性

精検不要：NILM（陰性）

要精検：・ASC-US（意義不明異型扁平上皮）・ASC－H（高度病変を除
外できない異型扁平上皮）・LSIL（軽度扁平上皮内病変）・HSIL（高度
扁平上皮内病変）・AGC（異型腺細胞）・AIS（上皮内腺癌）・SCC（扁
平上皮癌）・Adenocarcinoma（腺癌）・Other（その他の悪性腫瘍）



３．記録票の記入の仕方について

①体部細胞診を追加する場合は〇をしてください。

②体部細胞診受診基準項目をご確認ください。

③体部細胞診実施理由を必ずご記入ください。
①②に該当または体部細胞診実施が必要な理由を記入（希望は

不可）してください。体部細胞診実施の際は説明し同意が得られた
場合に実施してください。実施する場合は、必ず☑及び理由の記載
が必要です。

（１）記録票注意点

36

③

✔

②

①



（２）記録票の記入の仕方について
①頸部のみは「頸部」に、体部を
実施した場合「①②等該当により
体部追加」のいずれかに○

②コルポスコピーの有無を○

③受診券に記載されている負担金
区分に○

④受診券シール添付

⑤実施医療機関名記入

⑥受診日記入

⑦受診券シールがない場合は、健
康増進課へ問い合わせ記入

⑦氏名～年齢記入

⑧②でコルポスコピー「有」の場
合は、結果を記入。

⑨頸部細胞診においての検体の適
正または不適正に○

不適正の場合は、理由を記入

⑩検体不適正になった場合は、再
検査を行い、再検査受診日を記入

⑪頸部結果を記入

⑫体部を行った場合は結果を記入
受診には条件があります。

Ｐ34（２）①参照

→受診者へ結果説明を行う

⑬「茅ヶ崎市提出用」を請求書等
と共に提出する

①
④

③

②

⑤

⑨

⑥

⑦

⑧

⑩
⑪

⑫

⑬

Ｐ．３６参照
実施理由及び同意☑がない
とお支払いができません。
医師会と茅ヶ崎市のがん検
診委託契約の仕様書記載事
項となっておりますので、
必ず順守をお願いいたしま
す。

✔
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４．精検結果表記入の仕方について

●子宮がん 精検結果表
※照会対象は、頸部：「NILM」以外の者、体部：「疑陽性」「陽性」の者

①「整理番号」「氏名」「生年月日」「ベセスダ」は印字しております。氏名下に一次受診日を印字。

②「精検実施医療機関」 当院（一次検診実施医療機関）での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法に○。その他の場合は「( )」に具体的な検査方法を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「子宮がん(転移性含まず)」
精検結果が子宮がん（他臓器から子宮頸部への転移や浸潤は含まない）であった場合は○。

⑦「子宮頸がんのうち進行度がIA期のがん」」
⑥のうち臨床進行期IA期の場合は○。

⑧「AIS」検査結果がAISであった場合は○。

⑨「CIN3」検査結果がCIN3であった場合は○。

⑩「CIN2」検査結果がCIN2であった場合は○。

⑪「CIN3又はCIN2のいずれかで区別できないもの（HSIL)
検査結果がCIN3又はCIN2のいずれかで区別できない（HSIL)場合は○。

⑫ 「CIN1」検査結果がCIN1であった場合は○。

⑬「子宮頸がんの疑いのある者又は未確定」
検査結果が子宮頸がんの疑いのある場合、精密検査が継続中で検査結果が確定していない場合、組織診

にて子宮頸がん及びCIN,AIS,腺異形成等の異常を認めないが細胞診にて異常が検出された場合は○。

⑭「子宮頸がん、AIS及びCIN以外の疾患であった場合（転移性の子宮頸がんを含む）」
検査結果が子宮頸がん、AIS及びCIN以外の疾患であった場合。転移性の子宮頸がん（他臓器から子宮頸

部への転移や浸潤の悪性腫瘍）及び平成30年度以前の旧様式で「腺異形性」であった場合は○。

⑮「未受診」精検を受診していないことが判明している場合は○。
精密検査として不適切な検査（細胞診のみの再検（ASC-US以外））を行われた場合は○。

⑯「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合は○。

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願いします。
精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨ ⑩⑪⑫① ②

（１）頸部

⑬ ⑭ ⑮⑯
一次〇年〇月〇日受診
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（２）体部

体部は国の指針外となるため、国の報告には含まれません。

① ② ③ ⑤④ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩⑪ ⑫ ⑬

精検結果が判明しているが精検受診日が不明な場合は必ず精検実施医療機関への問合せをお願いします。
精検受診日または精検結果が未記入の場合は「未把握」とさせていただきます。

①「整理番号」「氏名」「生年月日」「細胞診判定」は印字しております。氏名下に一次受診日を印字。

②「精検実施医療機関」 当院（一次検診実施医療機関）での実施の場合は「当院」に○。
他院での実施の場合は「( )」に医療機関名を記入

③「検査方法」 精検の検査方法に○。その他の場合は「( )」に具体的な検査方法を記入

④「精検受診日」 精検を受診した日付を記入（印字の一次検診日以降になること）

⑤「異常なし」 精検結果、異常がなかった場合に○。

⑥「子宮体がん」精検結果が子宮体がんであった場合は○。

⑦「異型増殖」 精検結果が異型増殖であった場合は○。

⑧「内膜増殖」検査結果が内膜増殖であった場合は○。

⑨「その他の悪性腫瘍」検査結果が体がん以外のがんであった場合は○。

⑩「がんの疑い又は未確定」
検査結果が子宮体がんの疑いのある場合、精密検査が継続中で検査結果が確定していない場合は○。

⑪「子宮体がん以外の疾患であった場合（転移性の子宮体がんを含む）は○。

⑫「未受診」精検を受診していないことが判明している場合は○。

⑬「未把握」精検受診の有無が不明、または精密検査結果が正確に判明しなかった場合は○。

一次〇年〇月〇日受診

39



医療機関情報が変更になった時の手続きについて

○医療機関名、代表者名、住所、電話番号、口座情報に変更が生じた場合

○年度途中での検診項目に変更が生じた場合

〇年度途中の変更された医療機関情報の周知方法について

40

問合せ先：茅ヶ崎市 保健所健康増進課 健康づくり担当
ＴＥＬ．0467-38-3331（直通）【平日8：30～17：00】
ＦＡＸ．0467-38-3332
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7 ３Ｆ

→健康増進課へ連絡をお願いします。その際、いつから変更するのかも合わせてお伝
えください。変更に必要な書類をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上ご返送く
ださい。手続きが完了いたしましたら、新情報が記載された請求書をお送りいたします。
変更のタイミングによっては、お支払いに遅延が生じる場合がありますので、変更する

ことが分かりましたら、お早めにご相談ください。

→茅ヶ崎医師会員の医療機関の方は茅ヶ崎医師会へお伝えください。

藤沢市医師会員の医療機関の方は健康増進課へお伝えください。

受診券一斉送付等に封入される検診案内は、５月末発送分は３月頃、８月末発送分は６
月頃に業者へ原稿を提出しております。それ以降の変更についてはホームページのみで
の訂正となります。


